
◆主に生活習慣病や慢性疾患等の先発医薬品を長期間服用されている方
◆ジェネリック医薬品への切り替えにより、お薬代が一定額以上軽減される方
※上記対象者以外の方で、先発医薬品を長期服用されている方へは、マイナポータルに関するご案内を差し上げます。
※加入者（被保険者）の方の住所へ送付します。　※すべての加入者の方に通知されるものではありません。

呉年金事務所内に設置している協会けんぽテレビ電話相談サービスを終了させていただきます。ご不便をおかけしますが、
ご理解のほどよろしくお願いします。

先発医薬品から「ジェネリック医薬品」に変更した場合のお薬代の軽減見込額を掲載した、「ジェネリック医薬品軽減
額通知」をお送りします。

ジェネリック医薬品希望シールを
ご活用ください！

「ジェネリック医薬品に関するお知らせ」をお送りします1月
下旬

お知らせを
お送りする方

呉年金事務所における
協会けんぽテレビ電話相談サービスの終了について

※テレビ電話相談サービス終了に伴い、協会けんぽ各種申請書も撤去します。
　各種申請書や記入方法につきましては、協会ホームページに掲載しておりますので、ご利用ください。

令和6年3月29日   営業終了(17:15)まで金
申請書はこちら

ジェネリック医薬品とは？ジェネリック医薬品とは？

効き目や安全性が先発医薬品と同等と
厚生労働省から認められています！

飲みやすくするための工夫が
図られているものもあります！

先発医薬品の有効成分を利用して開発し
ているため、先発医薬品よりも3～5割程
度安くなる場合があります。

製剤の小型化 剤形の変更 味の変更

変更

病院や薬局でジェネリック医薬品を希望することを伝えるに
は、「ジェネリック医薬品希望シール」が便利です。
保険証やお薬手帳に貼付し、ご活用ください。シールをご希望
の場合は、ホームページから申込書
をダウンロードいただき、FAXで
お送りください。

スマホでお薬手帳アプリをダウンロードするとジェネリッ
ク医薬品に切り替えた場合
の軽減額がスグに分かりま
す。（軽減額の通知は協会け
んぽ広島支部ご加入の方が
対象です。）

広島支部限定！

アプリの
詳細については

こちら
申込書は
こちら

ジェネリックに変更した場合の軽減額がわかる！

お薬手帳アプリ

ヘルスケア手帳 CompassGE

協会けんぽ広島支部
マスコットキャラクター

健康いろは

協会けんぽ広島支部
マスコットキャラクター
健康かえで

1月
2024年

加入者の皆様へお知らせ
いただきますようお願いします
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広島支部からの
お知らせ
広島支部からの
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協会けんぽ広島支部からのお知らせ
（2024年1月号）

全国健康保険協会 広島支部
協会けんぽ

＜発行＞

〒732-8512　広島市東区光町1-10-19　日本生命広島光町ビル

お問い合わせ
はこちら

電話番号　082-568-1011（代表）
平日のみ　8：30～17：15
※おかけ間違いにご注意ください

令和4年度  インセンティブ実績
広島支部  35位

令和6年度 生活習慣病予防健診のご案内について

健診や特定保健指導、ジェネリック医薬品の使用割合など
の指標のうち、47都道府県支部の中で成績が上位(15位以
内)になるとインセンティブ（報奨金）が獲得でき、健康保険料
率の引き下げにつながります。広島支部がインセンティブを
獲得できるよう、引き続きご協力をお願いします。

付加健診は、生活習慣病予防健診（一般健診）に腹部超音波検査、眼底検査、肺機能検査など詳細な検査を追加した健診で
す。節目の年齢で受けることができ、人間ドック並みの検査内容です！ご対象の方はぜひ受診ください！

40歳～74歳の被扶養者（ご家族）様を対象に「特定健診」の費用を補助しております。

「生活習慣病予防健診」（一般健診）は、35歳～74歳のご本人（被保険者）様が対象のお得な健診です。また、健診の結果、
健康サポート（特定保健指導）の対象となった場合は、健診とセットで当日に受けることをおすすめします！

今月の
TOPICS

令和6年度  特定健診のご案内について ご家族

特定健診のご案内を4月初旬にお送りいたします。

特定健診は便利でお得！
健診を受診する際に
必要な受診券は

被保険者様のご自宅に
お送りいたします。

黄色い封筒が目印です！

●無料で受けられる健診機関が多数あり
　ます！（県内約80機関）
●受診できる健診機関は県内約1,400機関！
　全国では約5万機関あります！
●30～60分程で気軽に受診できます！ 健診機関はこちらから

令和6年度は定期健康診断をお得な生活習慣病予防健診に切り替えませんか？

令和5年度までの対象年齢 令和6年度からの対象年齢（付加健診）

40歳、50歳 40歳、50歳 45歳、55歳、60歳、65歳、70歳

ご本人

追加！！

令和6年度から付加健診の対象者が拡大します！さらに！

約2万円相当の健診について、約7割分を補助いたします！ 定期健康診断の項目と合わせて胃・大腸がん検査も
受診可能！40歳以上の偶数年齢の女性は乳・子宮頸
がん検診を追加受診（別途費用）できます！

労働安全衛生法に基づく定期健診の項目をカバーして
いるので、定期健康診断として利用できます！
通常の定期健康診断よりも安価で、検査項目も豊富！

生活習慣の改善が必要と判断された場合は健康サポート(特定保健
指導)が無料で受けられます。該当された方は健診とセットで当日に
健康サポートを受けましょう！

お得ポイント① 健診費用の約7割を補助！

5,282円

お得ポイント②

お得ポイント③ お得ポイント④

がん検診もセットで受診可能！

定期健診として利用可能！ 健康サポート（特定保健指導）が
無料！

自己負担 最高 13,583円補助！


